
社会保障II　2025年9月22日（月）2限目 13:00 ～14：30　講義室 304
【年金保険制度の沿革と概要】公的年金制度の目的、対象、給付内容、財源構成.第5章社会保障制度の体系　第3節　年金制度の概要　(1)年金制度の概要と沿革p.158-162
●リアクションペーパーII　＃１
学科名　　　　　　　　　学年　　　　学生番号　　　　　　　氏名　　　　　　　

日本の年金制度に関する次の記述のうち，間違っている番号を6つ選び、その箇所にアンダーラインを引きなさい。　間違いの番号　2、４，６，8，12,13

1. 日本の公的年金制度は、日本国内に居住するすべての成人（20歳以上）が強制加入する国民年金（基礎年金）と被用者の大部分が加入する厚生年金（報酬比例）の2階建て方式。
2. ☓公的年金制度は、現役時代に支払った保険料にかかわらず、高齢・障害・遺族になった場合に一律定額支給される所得保障制度。
3. 社会保障給付費の約半分 44.4% (対GDP比9.9％）は年金であり、次いで医療費30.8％、福祉その他24％となっている。
4. ☓老齢や生活維持者の死亡などによる所得喪失の補填や予想外の長寿・経済変動時の支えにはならない。
5. 年金には公的年金と私的年金（企業年金・個人年金）がある。
6. ☓国民年金も厚生年金も加入は任意であり、要件を満たした者に支給が行なわれる。
7. 若い時の就労収入で保険料を拠出、老後に受給する社会保険方式（賃金の後払い方式）。
8. ☓公的年金には若い世代から老齢世代への世代間再分配や安定的な被用者集団から不安定な被用者・無業者への再分配機能はない。
9. 老後の所得保障は公私の役割分担（公的年金＋個人貯蓄と就労継続・私的年金など）
10. 国民年金の第1号被保険者（学生・自営業など、保険料定額）、第２号被保険者（被用者、
11. 保険料は厚生年金と合わせて報酬比例、企業が半額負担）、第３号被保険者（厚生年金の配偶者、保険料は支払わなくて良い）
12. ☓1941年労働者年金保険法（のちの国民年金）が成立。
13. ☓1950年社会保障審議会「社会保障制度に関する勧告」（通称50年勧告）が原則定額給付の単一年金制度を提案、国民年金が創設された。
14. 1959年　国民年金法の制定1961 年４月「国民皆年金」が実現。
15. 1985年改正：2階建て方式の基礎年金を創設。
16. 1994年改正：基礎年金額の引き上げ、賃金スライド方式は名目賃金から手取り賃金に
17. 2000年年改正：現役世代の負担抑制＝拠出側の論理、給付総額2割削減・保険料抑制のため基礎年金国庫負担の引き上げ（３分の１から2分の１）。企業年金改革（確定給付企業年金DBと確定拠出年金DCの創設）。半額免除制度。
18. 2004年年改正：マクロ経済スライドの導入（100年安心年金）
19. 2009年・2012年改正：基礎年金国庫負担2分の１の恒久化。非正規労働者への厚生年金適用の一部拡大。
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